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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局によって、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）周波数ホッピングスキームを識
別すること、ここにおいて、前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、ハイブリッド自動
再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスのあらゆる他の送信のために物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ）を介してシグナリングされた固定オフセットを備える、と、
　少なくとも１つのデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）対応ユーザ機器（ＵＥ）のためのＤ
２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調
させることと、
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることと
　を備え、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキーム
と協調させることは、
　偶数送信のために第１のオフセットを利用すること、ここにおいて、各偶数送信は、第
１の送信から偶数個のサブフレーム後に送信される、と、
　奇数送信のために第２のオフセットを利用すること、ここにおいて、各奇数送信は、前
記第１の送信から奇数個のサブフレーム後に送信される、と
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調さ



(2) JP 6602838 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

せることは、
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームとの干渉を低減するように前記Ｄ２Ｄ周波数ホッ
ピングスキームを構成することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のオフセットは、０に設定される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることは、
　前記ＰＤＣＣＨを介して、前記第１のオフセット、または前記第２のオフセットのうち
の少なくとも１つ、あるいはその両方を送信することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記固定オフセット、または前記第１のオフセット、または前記第２のオフセット、ま
たはそれらの組合せのうちの少なくとも１つが、いくつかのリソースブロックを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　Ｄ２Ｄ通信に固有のリソースのセットを識別することをさらに備え、前記Ｄ２Ｄ周波数
ホッピングスキームは、リソースの前記識別されたセットに少なくとも部分的に基づく、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと前記協
調させることは、
　　前記基地局のセル識別情報（ＩＤ）を前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに関連付
けることを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることは、
　スケジューリング割当てを送信するための第１のリソースを指定するＤ２Ｄスケジュー
リング許可を前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに送信すること、または
　前記ＰＤＣＣＨを介して前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄスケジューリン
グ許可を送信すること
　を備え、前記Ｄ２Ｄスケジューリング許可は、
　第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに前記セルＩＤを送信するように前記Ｄ２Ｄ対応ＵＥに命令する
命令を備え、前記第２のＤ２Ｄ対応ＵＥは、前記セルＩＤに関連付けられず、第１のリソ
ースは、前記セルＩＤを暗黙的に示す、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調さ
せることは、
　　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームのためのリソースに基づいて前記Ｄ２Ｄ周波数
ホッピングスキームのためのリソースのサブセットを決定することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることは、
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームのための
リソースの前記サブセットのインジケーションを送信することを備え、
　リソースの前記サブセットの前記インジケーションは、低リソースブロックしきい値ま
たは高リソースブロックしきい値、あるいはその両方を備える、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、アップリンク送信に適用される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）対応ユーザ機器（ＵＥ）によって、ワイドエリアネッ
トワーク（ＷＡＮ）に関連付けられた基地局からＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを受信
すること、ここにおいて、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、ＷＡＮ周波数ホッピ
ングスキームと協調させられ、前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、ハイブリッド自
動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスのあらゆる他の送信のために物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）を介してシグナリングされた固定オフセットを備える、と、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも１つ
のＤ２Ｄメッセージを送信することと
　を備え、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、偶数送信のために適用されるべき第
１のオフセットを備え、各偶数送信は、第１の送信から偶数個のサブフレーム後に送信さ
れ、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、奇数送信のために適用されるべき第２のオ
フセットをさらに備え、各奇数送信は、前記第１の送信から奇数個のサブフレーム後に送
信される、ワイヤレス通信の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのメッセージは、スケジューリング割当てを備える、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、セル識別情報（ＩＤ）に関連付けられ、前記
セルＩＤは、前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームにさらに関連付けられ、
　前記方法は、
　　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームに基づいて前記少なくとも１つのＤ２Ｄメッセ
ージを送信するためのリソースを決定することと、
　第１のリソース上で前記少なくとも１つのＤ２Ｄメッセージを送信することと
　をさらに備え、前記第１のリソースは、前記セルＩＤを暗黙的に示す、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、低リソースブロックしきい値または高リソー
スブロックしきい値をさらに備え、
　前記方法は、
　　前記低リソースブロックしきい値または前記高リソースブロックしきい値に基づいて
前記少なくとも１つのＤ２Ｄメッセージを送信するためのリソースを決定することをさら
に備える、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　基地局であって、
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　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）周波数ホッピングスキームを識別するためのＷＡ
Ｎ周波数ホッピングモジュール、ここにおいて、前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは
、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスのあらゆる他の送信のために物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を介してシグナリングされた固定オフセットを備え
る、と、
　少なくとも１つのデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）対応ユーザ機器（ＵＥ）のためのＤ
２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調
させるためのＤ２Ｄ周波数ホッピングモジュールと、
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
るための送信機と
　を備え、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキーム
と協調させることは、
　偶数送信のために第１のオフセットを利用すること、ここにおいて、各偶数送信は、第
１の送信から偶数個のサブフレーム後に送信される、と、
　奇数送信のために第２のオフセットを利用すること、ここにおいて、各奇数送信は、前
記第１の送信から奇数個のサブフレーム後に送信される、と
　を備える、基地局。
【請求項１７】
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、
　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）に関連付けられた基地局からデバイスツーデバイ
ス（Ｄ２Ｄ）周波数ホッピングスキームを受信するためのＤ２Ｄ周波数ホッピング決定モ
ジュール、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと
協調させられ、前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、ハイブリッド自動再送要求（Ｈ
ＡＲＱ）プロセスのあらゆる他の送信のために物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）を介してシグナリングされた固定オフセットを備える、る、と、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも１つ
のメッセージを送信するための送信機と
　を備え、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、偶数送信のために適用されるべき第
１のオフセットを備え、各偶数送信は、第１の送信から偶数個のサブフレーム後に送信さ
れ、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、奇数送信のために適用されるべき第２のオ
フセットをさらに備え、各奇数送信は、前記第１の送信から奇数個のサブフレーム後に送
信される、ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年６月３日に出願
された、「Type 1 and Type 2 Hopping for Device-to-Device Communications」と題す
る、Ｌｉらによる米国特許出願第１４／７２９，７５３号、および２０１４年７月１７日
に出願された、「Type 1 and Type 2 Hopping for Device-to-Device Communications」
と題する、Ｌｉらによる米国仮特許出願第６２／０２５，９２７号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイドエリアネットワー
ク（ＷＡＮ）におけるデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ：device to device）通信のための
再送信スキームを協調させることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
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よび電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接
続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（
ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のモバイルデバイスま
たはユーザ機器（ＵＥ）のための通信を同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得
る。基地局は、ダウンストリームまたは順方向リンク上でおよびアップストリームまたは
アップリンク上でＵＥと通信し得る。各基地局は、セルのカバレージエリアと呼ばれるこ
とがあるカバレージエリアを有する。
【０００５】
　[0005]ＷＡＮまたは他のネットワークに接続された複数のＵＥが、アップリンク上でデ
ータまたは制御情報をサービング基地局に同時に送信し得、それにより、セル間またはセ
ル内干渉を引き起こし得る。ＷＡＮは、データ送信または再送信のためのセル間およびセ
ル内干渉を低減するために、異なるタイプの周波数ホッピング技法またはスキームを利用
し得る。
【０００６】
　[0006]いくつかのＵＥはまた、Ｄ２Ｄ通信プロトコルを介して他のＵＥと通信するよう
に構成され得る。Ｄ２Ｄ通信のために利用される送信または再送信技法は競合し、したが
って、ＷＡＮにおいて実装されるセル間またはセル内周波数ホッピングとの干渉を引き起
こし得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]説明する特徴は、一般に、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをＷＡＮ周波数ホッ
ピングスキームと協調させるための１つまたは複数の改善されたシステム、方法、または
装置に関する。より詳細には、いくつかの例は、Ｄ２Ｄ再送信をＷＡＮ　ＨＡＲＱ送信と
協調させることを対象とする。
【０００８】
　[0008]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、基地局によって、ワイドエリアネットワ
ーク（ＷＡＮ）周波数ホッピングスキームを識別することを含み得る。本方法は、少なく
とも１つのデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）対応ユーザ機器（ＵＥ）のためのＤ２Ｄ周波
数ホッピングスキームを、識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させること
と、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信すること
とをさらに含み得る。場合によっては、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをＷＡＮ周波数
ホッピングスキームと協調させることは、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームとの干渉を低
減するようにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを構成することを含み得る。いくつかの態
様では、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：Hy
brid Automatic Repeat Request）プロセスのあらゆる他の送信のために物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）を介してシグナリ
ングされた固定オフセットを含み得る。
【０００９】
　[0009]いくつかの例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをＷＡＮ周波数ホッピング
スキームと協調させることは、偶数送信のために第１のオフセットを利用することと、こ
こにおいて、各偶数送信が、第１の送信から偶数個のサブフレーム後に送信される、奇数
送信のために第２のオフセットを利用することとを含み得る。いくつかの実施形態では、
第２のオフセットは０に設定され得る。少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数
ホッピングスキームを通信することは、ＰＤＣＣＨを介して、第１のオフセット、または
第２のオフセット、あるいはその両方のうちの少なくとも１つを送信することを含み得る
。固定オフセット、または第１のオフセット、または第２のオフセット、またはそれらの
組合せのうちの少なくとも１つは、いくつかのリソースブロックを含み得る。いくつかの
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態様では、本方法は、Ｄ２Ｄ通信に固有のリソースのセットを識別することを含み得、こ
こにおいて、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、リソースの識別されたセットに少なく
とも部分的に基づく。
【００１０】
　[0010]場合によっては、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームはセル固有ホッピングおよび
ミラーリングスキームを含み得る。このシナリオでは、Ｄ２Ｄ周波数スキームをＷＡＮ周
波数ホッピングスキームと協調させることは、基地局のセル識別情報（ＩＤ）をＤ２Ｄ周
波数ホッピングスキームに関連付けることを含み得る。少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥ
にＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信することは、ＰＤＣＣＨを介して少なくとも１
つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄスケジューリング許可を送信することを含み得る。場合によ
っては、Ｄ２Ｄスケジューリング許可は、セルＩＤに関連付けられない第２のＤ２Ｄ対応
ＵＥにセルＩＤを送信するようにＤ２Ｄ対応ＵＥに命令する命令を含み得る。
【００１１】
　[0011]いくつかの態様では、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数ホッピン
グスキームを通信することは、スケジューリング割当てを送信するための第１のリソース
を指定するＤ２Ｄスケジューリング許可を少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに送信するこ
とを含み得る。Ｄ２Ｄスケジューリング許可は、セルＩＤに関連付けられない第２のＤ２
Ｄ対応ＵＥにセルＩＤを送信するようにＤ２Ｄ対応ＵＥに命令する命令を含み得る。この
シナリオでは、第１のリソースはセルＩＤを暗黙的に示し得る。
【００１２】
　[0012]いくつかの例では、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピン
グスキームをＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させることが、ＷＡＮ周波数ホッピ
ングスキームのためのリソースに基づいてＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームのためのリソ
ースのサブセットを決定することを含むような、セル固有ホッピングおよびミラーリング
スキームを含み得る。場合によっては、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数
ホッピングスキームを通信することは、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数
ホッピングスキームのためのリソースのサブセットのインジケーションを送信することを
含み得る。リソースのサブセットのインジケーションは、低リソースブロックしきい値ま
たは高リソースブロックしきい値、あるいはその両方を含み得る。場合によっては、ＷＡ
Ｎ周波数ホッピングスキームはアップリンク送信に適用され得る。追加または代替として
、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームはＨＡＲＱを利用し得る。
【００１３】
　[0013]別の態様では、ワイヤレス通信の方法は、Ｄ２Ｄ対応ＵＥによって、ＷＡＮに関
連付けられた基地局からＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを受信することを含み得る。Ｄ
２Ｄ周波数ホッピングスキームはＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させられ得る。
本方法は、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも
１つのメッセージを送信することをさらに含み得る。場合によっては、少なくとも１つの
メッセージはスケジューリング割当てを含み得る。
【００１４】
　[0014]いくつかの例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、偶数送信のために適用
されるべき第１のオフセットを含み得、ここにおいて、各偶数送信は、第１の送信から偶
数個のサブフレーム後に送信される。場合によっては、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキーム
は、奇数送信のために適用されるべき第２のオフセットをさらなる含み得る。
【００１５】
　[0015]場合によっては、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームはセル固有ホッピングおよび
ミラーリングスキームを含み得る。このシナリオでは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキーム
はセルＩＤに関連付けられ得、セルＩＤはＷＡＮ周波数ホッピングスキームにさらに関連
付けられる。本方法は、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームに基づいて少なくとも１つのＤ
２Ｄメッセージを送信するためのリソースを決定することをさらに含み得る。さらに、少
なくとも１つのＤ２Ｄメッセージは第１のリソース上で送信され、第１のリソースはセル
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ＩＤを暗黙的に示し得る。
【００１６】
　[0016]他の場合には、ここで、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームはセル固有ホッピング
およびミラーリングスキームを含み得、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは低リソースブ
ロックしきい値または高リソースブロックしきい値を含み得る。このシナリオでは、本方
法は、低リソースブロックしきい値または高リソースブロックしきい値に基づいて少なく
とも１つのＤ２Ｄメッセージを送信するためのリソースを決定することをさらに含み得る
。
【００１７】
　[0017]別の態様では、基地局は、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームを識別するための手
段と、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥのためのＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを、識
別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させるための手段とを含み得る。基地局
は、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信するため
の手段をさらに含み得る。
【００１８】
　[0018]別の態様では、ＵＥは、ＷＡＮに関連付けられた基地局からＤ２Ｄ周波数ホッピ
ングスキームを受信するための手段を含み得る。Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームはＷＡ
Ｎ周波数ホッピングスキームと協調させられ得る。ＵＥは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキ
ームに従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも１つのメッセージを送信するための手段
をさらに含み得る。
【００１９】
　[0019]また別の態様では、基地局は、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームを識別するため
のＷＡＮ周波数ホッピングモジュールを含み得る。基地局は、少なくとも１つのＤ２Ｄ対
応ＵＥのためのＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを、識別されたＷＡＮ周波数ホッピング
スキームと協調させるためのＤ２Ｄ周波数ホッピングモジュールをさらに含み得る。基地
局は、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信するた
めの送信機をさらに含み得る。
【００２０】
　[0020]一態様では、ＵＥは、ＷＡＮに関連付けられた基地局からＤ２Ｄ周波数ホッピン
グスキームを受信するためのＤ２Ｄ周波数ホッピング決定モジュールを含み得、ここで、
Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームはＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させられる。
ＵＥは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも１
つのメッセージを送信するための送信機をさらに含み得る。
【００２１】
　[0021]いくつかの例では、非一時的コンピュータ可読媒体は、ワイヤレス通信のための
コンピュータ実行可能コードを記憶し得る。コードは、ＷＡＮ周波数ホッピングスキーム
を識別することと、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥのためのＤ２Ｄ周波数ホッピングス
キームを、識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させることとを行うために
基地局のプロセッサによって実行可能であり得る。コードは、少なくとも１つのＤ２Ｄ対
応ＵＥにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信するためにプロセッサによってさらに実
行可能であり得る。
【００２２】
　[0022]いくつかの例では、非一時的コンピュータ可読媒体は、ワイヤレス通信のための
コンピュータ実行可能コードを記憶し得る。コードは、ＷＡＮに関連付けられた基地局か
らＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを受信するためにＤ２Ｄ対応ＵＥのプロセッサによっ
て実行可能であり得、ここで、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームはＷＡＮ周波数ホッピン
グスキームと協調させられる。コードは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って第２
のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも１つのメッセージを送信するためにプロセッサによってさ
らに実行可能であり得る。
【００２３】
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　[0023]説明する方法および装置の適用性のさらなる範囲は、以下の発明を実施するため
の形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。当業者には発明を実施するた
めの形態の範囲内の様々な変更および改変が明らかになるので、発明を実施するための形
態および特定の例は、例示として与えられるものにすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　[0024]本開示の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照して実現され得る
。添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じ
タイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要素の
間で区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照ラベルのみ
が本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわらず、同じ
第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれか１つに適用可能である。
【図１】ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２】基地局と通信している第１のＵＥと、第２のＵＥとを含む、例示的なワイヤレス
通信システムのブロック図。
【図３Ａ】複数のリソースブロックに分割された１つのサブフレームを含む通信リソース
のブロック図。
【図３Ｂ】複数のリソースブロックに分割された１つのサブフレームの２つのスロットを
含む通信リソースの別のブロック図。
【図４】３つのＷＡＮ　ＵＥとＤ２Ｄ対応ＵＥとによって利用される通信リソースの例示
的な協調のブロック図。
【図５】４つのＷＡＮ　ＵＥとＤ２Ｄ対応ＵＥとによって利用される通信リソースの別の
例示的な協調のブロック図。
【図６】４つのＷＡＮ　ＵＥとＤ２Ｄ対応ＵＥとによって利用される通信リソースの別の
例示的な協調のブロック図。
【図７】Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させ
るためのデバイスのブロック図。
【図８】受信されたＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従ってセル間Ｄ２Ｄ対応ＵＥと通
信するためのデバイスのブロック図。
【図９】Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させ
るための基地局のブロック図。
【図１０】受信されたＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを介してセル間Ｄ２Ｄ対応ＵＥと
通信するためのＤ２Ｄ対応ＵＥのブロック図。
【図１１】Ｄ２Ｄ周波数ホッピングをＷＡＮ周波数ホッピングと協調させるための方法の
フローチャート。
【図１２】Ｄ２Ｄ周波数ホッピングをＷＡＮ周波数ホッピングと協調させるための方法の
フローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　[0037]説明する特徴は、一般に、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）周波数ホッピングス
キームをワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）周波数ホッピングスキームと協調させるた
めの１つまたは複数の改善されたシステム、方法、または装置に関する。一態様では、Ｗ
ＡＮに関連付けられ得る基地局がＷＡＮ周波数ホッピングスキームを識別し得る。基地局
は、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ユーザ機器（ＵＥ）のためのＤ２Ｄ周波数ホッピングス
キームを、識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させ得る。基地局は、次い
で、Ｄ２Ｄ対応ＵＥにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信し得る。ＷＡＮは、ＷＡＮ
周波数ホッピングスキームとの干渉を低減するようにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを
協調させるか、または構成し得る。いくつかの例では、説明する技法は、アップリンクＤ
２Ｄ再送信をアップリンクＷＡＮハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）送信／再送信と
協調させることに適用され得る。
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【００２６】
　[0038]一態様では、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、ＨＡＲＱプロセス中のあらゆ
る他の再送信のために固定周波数オフセット（タイプ１周波数ホッピング）を使用するこ
とを含み得る。ＦＤＤシステムでは、ＨＡＲＱ送信／再送信は８番目のサブフレームごと
に行われ得る。一方、Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームによって使用さ
れるリソースと潜在的に干渉または競合（重複）し得る、ランダム化された送信／再送信
スキームを使用し得る。このシナリオでは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを協調させ
ることは、制御ブロックの第１の送信の後の偶数番号のサブフレーム上での同じ制御ブロ
ックの再送信のために第１の周波数オフセットを設定することを含み得る。同様に、奇数
番号の再送信のために第２の周波数オフセットが設定され得る。場合によっては、第２の
オフセットは０に設定され得る。このようにして、ＷＡＮ　ＨＡＲＱ送信とＤ２Ｄ送信と
のために使用される重複するリソースによる干渉が低減され得る。
【００２７】
　[0039]一態様では、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有周波数ホッピングお
よびミラーリング（タイプ２周波数ホッピング）を使用することを含み得る。タイプ１の
場合のように、Ｄ２Ｄ送信／再送信はタイプ２ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと干渉し
得る。この干渉を回避／低減するために、ＷＡＮ基地局はセル識別情報（ＩＤ）をＤ２Ｄ
周波数ホッピングスキームに関連付け得る。Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、ＷＡＮ
周波数ホッピングスキームと同じ乱数または擬似乱数生成器シードによって生成され得る
。基地局は、たとえば物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上のスケジューリン
グ許可において、Ｄ２Ｄ　ＵＥにセルＩＤ／Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信し得
る。Ｄ２Ｄ　ＵＥは、次いで、たとえば、スケジューリング割当てにおいて（明示的にま
たは暗黙的にのいずれかで）同じセルに関連付けられない、別のＤ２Ｄ　ＵＥに（Ｄ２Ｄ
周波数ホッピングスキームに関連付けられた）セルＩＤを通信し得る。このようにして、
セル間Ｄ２Ｄ　ＵＥとのＤ２Ｄ　ＵＥの通信は、干渉を低減するためにＷＡＮ周波数ホッ
ピングスキームと協調させられ得る。
【００２８】
　[0040]また一態様では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをタイプ２ＷＡＮ周波数ホッ
ピングスキームと協調させることは、利用可能なリソースのサブセットを決定することと
、Ｄ２Ｄ送信／再送信のためにそれらのリソースを予約することとを含み得る。すなわち
、リソース（たとえば、時間および周波数）は、特に、Ｄ２Ｄ通信のために割り振られる
か、またはＤ２Ｄ通信に割り当てられ得る（すなわち、いくつかのリソースはＤ２Ｄ固有
リソースであり得る）。リソースのサブセットは、低リソースブロックしきい値、高リソ
ースブロックしきい値、またはその両方によって定義され得る。リソースのサブセットは
、協調を可能にし、したがって、Ｄ２Ｄ通信とＷＡＮ通信との間の干渉を低減するために
、（１つまたは複数の）Ｄ２Ｄ　ＵＥと、ＷＡＮに関連付けられた他のデバイスとに通信
され得る。いくつかの例では、基地局は、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをＤ２Ｄ固有
リソースに関連付け得る。すなわち、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、Ｄ２Ｄ使用の
ために割り振られるかまたは予約されたリソースに固有であり得る。
【００２９】
　[0041]ＷＡＮ基地局は、１つまたは複数の命令の形態でＤ２Ｄ　ＵＥにＤ２Ｄ周波数ホ
ッピングスキームを通信し得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥは、次いで、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキ
ームに従って別のＤ２Ｄ　ＵＥに１つまたは複数のメッセージ（たとえば、スケジューリ
ング割当て）を送信し得る。いくつかの例では、基地局は、Ｄ２Ｄ　ＵＥに、特に、Ｄ２
Ｄ通信のために割り振られたリソースを通信し得る。いくつかの態様では、基地局は、Ｄ
２Ｄ　ＵＥに、Ｄ２Ｄ固有リソースと、関連付けられたＤ２Ｄ周波数ホッピングスキーム
とを通信し得る。
【００３０】
　[0042]したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載され
た範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から



(10) JP 6602838 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

逸脱することなく、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例
は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえ
ば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加
、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの例に関して説明する特徴は、他の
例において組み合わせられ得る。
【００３１】
　[0043]最初に図１を参照すると、ブロック図は、ワイヤレス通信システム１００の一例
を示している。ワイヤレス通信システム１００は、基地局（またはセル）１０５と、ユー
ザ機器（ＵＥ）１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１０５は、様々な例
ではコアネットワーク１３０または基地局１０５の一部であり得る、基地局コントローラ
の制御下でＵＥ１１５と通信し得る。基地局１０５は、バックホール１３２を通してコア
ネットワーク１３０と制御情報またはユーザデータを通信し得る。いくつかの例では、基
地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク１
３４を介して、直接的または間接的のいずれかで、互いに通信し得る。ワイヤレス通信シ
ステム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上での動作をサポートし得
る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時に被変調信号を送信し得る。たと
えば、基地局１０５とＵＥ１１５との間の各通信リンク１２５、または２つのＵＥ１１５
間の通信リンク１２６は、上記で説明した様々な無線技術に従って変調されたマルチキャ
リア信号であり得る。各被変調信号は、異なるキャリア上で送られ得、制御情報（たとえ
ば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、データなどを搬送し得る。
【００３２】
　[0044]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レス通信し得る。基地局１０５サイトの各々は、それぞれのカバレージエリア１１０に通
信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５は、基地トランシーバ局、無
線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ）、拡張
サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅノードＢまたはｅＮＢ）、ホ
ームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある
。基地局のためのカバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分のみを構成する
セクタに分割され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５
（たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、またはピコ基地局）を含み得る。異なる技
術のための重複するカバレージエリアがあり得る。
【００３３】
　[0045]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、ＬＴＥ（登録商標）／Ｌ
ＴＥ－Ａネットワーク、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）などであり得る。ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）という用語は、概して、基地局
１０５を記述するために使用され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプ
のｅＮＢが様々な地理的領域にカバレージを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワー
クであり得る。たとえば、各ｅＮＢ１０５は、通信カバレージをマクロセル、ピコセル、
フェムトセル、または他のタイプのセルに与え得る。マクロセルは、概して、比較的大き
い地理的エリア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダ
のサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概し
て、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダのサービスに加入
しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、概して、比
較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーし得、無制限アクセスに加えて、フ
ェムトセルとの関連付けを有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：closed
 subscriber group）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアク
セスをも可能にし得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある
。ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮＢと呼ばれることがある。また、フェムトセルのた
めのｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれることがある。ｅＮＢは、１つ
または複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポートし得る。
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【００３４】
　[0046]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
てｅＮＢ１０５と通信し得る。ｅＮＢ１０５はまた、バックホールリンク１３４（たとえ
ば、Ｘ２など）を介してまたはバックホール１３２を介して（たとえば、コアネットワー
ク１３０を通して）（たとえば、直接または間接的に）互いと通信し得る。ワイヤレス通
信システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、ｅＮ
Ｂは同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は近似的に時間的に整
合され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミングを有し得、異なるｅ
ＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明する技法は、同期動
作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
【００３５】
　[0047]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され得、各Ｕ
Ｅは固定または移動であり得る。ＵＥ１１５は、当業者によって、移動局、加入者局、モ
バイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデ
バイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加
入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、
ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な
用語で呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（Ｗ
ＬＬ）局などであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレー
などと通信することが可能であり得る。
【００３６】
　[0048]場合によっては、ＵＥ１１５は、２つ以上の基地局１０５のカバレージエリア１
１０内で動作し得る。ＵＥ１１５は、単一の基地局１０５のカバレージエリア１１０内で
も動作し得る。いずれの場合も、様々なＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ通信を介して直接通信する
のに十分に近い近傍内にあり得る。
【００３７】
　[0049]ワイヤレス通信システム１００に示されている通信リンク１２５は、ＵＥ１１５
から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、または基地局１０５からＵＥ１１５へ
のダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれ
ることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。場合によっ
ては、通信リンク１２６は、ＵＥ１１５間のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信をサポ
ートし得る。
【００３８】
　[0050]いくつかの事例では、（１つまたは複数の）リンク１２６を介したＤ２Ｄ通信と
（１つまたは複数の）リンク１２５を介したアップリンク通信との間で干渉が発生し得る
。たとえば、ＷＡＮと呼ばれることもあるワイヤレス通信システム１００、またはＷＡＮ
１００の基地局１０５は、リンク１２５を介した通信のための、特にＨＡＲＱプロセスに
従う再送信のためのＷＡＮ周波数ホッピングスキームを実装し得る。ＷＡＮ周波数ホッピ
ングスキームは、リンク１２６を介した２つのＵＥ１１５間のＤ２Ｄ通信と競合し、した
がって、干渉を引き起こし、通信性能（たとえば、スループット、誤り訂正など）を劣化
させ得る。
【００３９】
　[0051]図２を参照すると、ブロック図は、ワイヤレス通信システム２００の一例を示し
ている。図１を参照して説明したワイヤレス通信システム１００の一例であり得るワイヤ
レス通信システム２００は、２つのＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５－ａおよび１１５－ｂと、基地
局１０５－ａとを含む。Ｄ２Ｄ　ＵＥ１０５－ａは、リンク１２５－ａを介して基地局１
０５－ａと通信し、リンク１２６－ａを介してＵＥ１１５－ｂと通信し得る。ＵＥ１１５
－ａおよび１１５－ｂまたは基地局１０５－ａは、図１を参照して説明したＵＥ１１５ま
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たは基地局１０５の例であり得る。
【００４０】
　[0052]いくつかの例では、基地局１０５－ａは、ＵＥ１１５－ａとのリンク１２５－ａ
にわたる通信のための周波数ホッピングスキームまたはシーケンスを実装し得る。周波数
ホッピングスキームは、タイプ１ホッピングスキーム（送信ための固定周波数オフセット
）またはタイプ２ホッピングスキーム（セル固有ホッピングおよびミラーリング）、ある
いは他のタイプのホッピングスキームであり得る。場合によっては、タイプ１ＷＡＮ周波
数ホッピングは、制限されたリソースオプションを用いてホッピングを行い得るが、タイ
プ２ＷＡＮ周波数ホッピングは、サブバンドホッピングおよびミラーリング動作により、
より良いダイバーシティを与え得る。タイプ２ホッピングは、より良いセル間干渉管理を
行い得る。また場合によっては、タイプ１とタイプ２の両方は、両方が、ＤＣＩフォーマ
ット０中のリソース割振りフィールドのサイズによって制限されるので、リソース割振り
制約によって制限される。さらに、タイプ２ホッピングのためのシングルユーザのための
ＲＢの最大数は、サブバンドのサイズによってさらに制限される。
【００４１】
　[0053]ＵＥ１１５－ａの再送信のためのシグナリングオーバーヘッドを低減するために
、ＵＥ１１５－ａの再送信は、固定数のサブフレーム（たとえば、８つのサブフレーム）
ごとの再送信の自動スケジューリングを用いた同期動作（たとえば、基地局１０５によっ
てサービスされるセルにわたる固定タイミング）を仮定し得る。
【００４２】
　[0054]いくつかの例では、周波数ホッピングスキームは、リンク１２５－ａを介した第
１の送信が失敗したとき（たとえば、肯定応答（ＡＣＫ）メッセージがＵＥ１１５－ａに
よって受信されないとき）、ＨＡＲＱ再送信などのために、リンク１２５－ａを介したＵ
Ｅ１１５－ａからのアップリンク通信に適用され得る。ＵＥ１１５－ａによるＨＡＲＱ再
送信は、第１の（元の）送信が送られた後、設定された間隔で行われ得る。たとえば、Ｆ
ＤＤシステムでは、間隔は８番目のサブフレームごとであり得る。
【００４３】
　[0055]場合によっては、ＵＥ１１５－ａは、同時に、リンク１２５－ａを介して基地局
１０５－ａと通信し、リンク１２６－ａを介してＵＥ１１５－ｂと通信し得る。ＵＥ１１
５－ａは、リンク１２５－ａを介して基地局１０５－ａと通信するためにＵＥ１１５－ａ
によって使用されるＷＡＮ通信プロトコルとは異なり得るＤ２Ｄ通信プロトコルを介して
、リンク１２６－ａを介してＵＥ１１５－ｂと通信し得る。特に、再送信のためのＤ２Ｄ
周波数ホッピングスキームはランダムまたは擬似ランダムであり得る。これにより、リン
ク１２５－ａを介したＷＡＮ　ＨＡＲＱ再送信とリンク１２６－ａを介したＤ２Ｄ再送信
との間の干渉が生じ得る。
【００４４】
　[0056]この干渉を緩和するために、基地局１０５－ａは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキ
ームをＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させ得る。基地局１０５－ａは、（たとえ
ば、ＰＤＣＣＨを使用して）リンク１２５－ａを介した制御シグナリングを介してＵＥ１
１５－ａにＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信し得る。このようにして、ＵＥ１１５
－ａは、ＷＡＮ通信、特に基地局１０５－ａと通信するＵＥ１１５－ａと他のＵＥ１１５
（図示せず）とからのアップリンクＨＡＲＱ送信との不可避の干渉を引き起こすことなし
に、リンク１２６－ａを介してＵＥ１１５－ｂと通信し得る。
【００４５】
　[0057]図３Ａおよび図３Ｂを参照すると、ブロック図は、図１または図２を参照して説
明したように、アップリンク上で１つまたは複数のＵＥ１１５または基地局１０５と通信
するためにＵＥ１１５によって使用され得るリソースブロックに分割された１つのサブフ
レーム３０５を含む通信リソース３００－ａおよび３００－ｂを示している。各サブフレ
ーム３０５は、持続時間が約１ミリ秒（ｍｓ）であり得、１０個のサブフレームが無線フ
レームを構成し得る。各サブフレーム３０５は、２つのスロット３１０、３１５を含み得
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【００４６】
　[0058]ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用し、ア
ップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦ
ＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複
数の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。概して、変
調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送られる。隣接
するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数はシステム帯域幅に依存
し得る。たとえば、サブキャリアの数は、１．２５、２．５、５、１０または２０ＭＨｚ
のシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、２５６、５１２、１０２４または２０４８に
等しくなり得る。
【００４７】
　[0059]リソースブロック３２０－ａ、３２０－ｂは、各スロット３１０、３１５におい
て定義され得る。各リソースブロックは、１つのスロット３１０、３１５中で複数のサブ
キャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし得る。各スロット中のリソース
ブロックの数は、システム帯域幅に依存し得、６つから１１０個に及び得る。リソースブ
ロックは物理リソースブロック（ＰＲＢ：physical resource block）と呼ばれることも
ある。また、１つまたは複数のＰＲＢを含む複数のサブバンド（図示せず）が定義され得
、ここで、サブバンドの数はシステム帯域幅に依存し得る。
【００４８】
　[0060]特に図３Ａのリソース３００－ａを参照すると、サブフレーム３０５の
【００４９】
【数１】

【００５０】
に番号付けされた複数のリソースブロック３２０が示されている。各リソースブロック３
２０は、ｍ＝０～ｍ＝３など、スロットによって区分され得る。リソースブロック３００
－ａの各スロット３１０、３１５のための物理リソースマッピングは、以下によって表さ
れ得る。
【００５１】

【数２】

【００５２】
　[0061]次に図３Ｂのリソース３００－ｂを参照すると、同じリソースインデックスのた
めの無線フレーム中のサブフレームにわたって、周波数ホッピングパターンが繰り返され
得る。ホッピングパターンは、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Physical U
plink Control Channel）を介して行われ得、１／１ａ／１ｂ、２／２ａ／２ｂ、３など
、複数のＰＵＣＣＨフォーマットを含み得る。たとえば、概して、スロットごとの各リソ
ースブロックは、以下によって表され得る。
【００５３】
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【数３】

【００５４】
ここで、（リソースブロック（ＲＢ）における）サイズ
【００５５】

【数４】

【００５６】
は上位レイヤによって指定され、ＰＵＣＣＨリソースインデックス
【００５７】

【数５】

【００５８】
は、周期ＣＳＩ報告のために上位レイヤによって与えられる。
【００５９】
　[0062]ＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂの場合、各リソースブロックはバンド端
ＲＢ上でマッピングされ得（ｍ＝０、１）、ここで、ｍは、以下によって表され得る。
【００６０】

【数６】

【００６１】
　[0063]フォーマット２／２ａ／２ｂと混合されたＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１
ｂ（ｍ＝２）の場合、ｍは、以下によって表され得る。
【００６２】

【数７】

【００６３】
場合によっては、異なるサイクリック時間シフトをフォーマット１／１ａ／１ｂおよび２
／２ａ／２ｂに適用することによって、多重化が実行され得る。たとえば、１２個のシフ
トでは、
【００６４】

【数８】

【００６５】
はフォーマット１／１ａ／１ｂに割り当てられ、その結果、
【００６６】

【数９】

【００６７】
個の可能なシフトが生じ、ここで、
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【００６８】
【数１０】

【００６９】
である。場合によっては、両方のパラメータが上位レイヤによって与えられ得る。
【００７０】
【数１１】

【００７１】
である場合、混合されていない領域が割り振られ得る。さらに、各時間シフトについて、
（スロットごとの基準シンボルの数にも対応する）多重化のための時間領域直交拡散コー
ドの数を表すパラメータｃが選定され、その結果、フォーマット１／１ａ／１ｂのための
合計
【００７２】

【数１２】

【００７３】
個の可能なリソースインデックスが生じ得る。
【００７４】
　[0064]（たとえば、フォーマット２／２ａ／２ｂと混合されない）ＰＵＣＣＨフォーマ
ット１／１ａ／１ｂ（ｍ＝３、４、または５）の場合、ｍは、以下によって表され得る。
【００７５】

【数１３】

【００７６】
場合によっては、インデックスの数の計算は、上記で説明した混合された場合と同じであ
り、すべての１２個のシフトが適用され得る。
【００７７】
【数１４】

【００７８】
は、上位レイヤによって、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downl
ink Shared Channel）を介した半永続的スケジュールされたダウンリンクデータ送信のた
めに決定され得る。（半永続的データのためのＨＡＲＱ再送信を含む）動的ダウンリンク
データ送信の場合、
【００７９】

【数１５】

【００８０】
は、ＰＤＣＣＨメッセージの第１のＣＣＥのインデックスに基づいて暗黙的に決定され得
る。
【００８１】
　[0065]キャリアアグリゲーションのための複数の肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ）の場合など、ＰＵＣＣＨフォーマット３の場合、ｍは、以下によって表され得る。
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【００８２】
【数１６】

【００８３】
ここで、
【００８４】

【数１７】

【００８５】
は、（直交拡散コードの数にも対応し得る）サブフレームの第１のスロット中の非基準シ
ンボルの数を表す。
【００８６】
　[0066]図４を参照すると、ブロック図は、０～４９個のリソースブロック（ＲＢ）４０
５と、インデックスｉによって表される複数のサブフレーム４１０とに分割されたアップ
リンク通信リソース４００を示している。リソース４００は、図３Ａまたは図３Ｂを参照
して説明したリソース３００－ａまたは３００－ｂの１つまたは複数の態様の例であり得
る。リソース４００は、図１または図２を参照して上記で説明した、ＵＥ１１５（たとえ
ば、図２のＵＥ１１５－ａ）によるリンク１２５、１２６などを介した、（１つまたは複
数の）基地局１０５（たとえば、図２の基地局１０５－ａ）とのアップリンク通信、また
は（１つまたは複数の）ＵＥ１１５（たとえば、図２のＵＥ１１５－ｂ）との通信のため
に使用され得る。
【００８７】
　[0067]図示のように、（ＲＢ０～２および４７～４９に対応する）リソース４１５およ
び４２０が、制御情報などのためになど、ＰＵＣＣＨを介した通信のために予約され得る
が、他のＲＢ４０５がＰＵＣＣＨのために予約または利用され得ることを諒解されたい。
さらに、ＲＢ０～４９は１つのサブバンドを表し、ＲＢ３～４６はＰＵＳＣＨリソースを
表し得る。ただし、任意の他の数のＲＢ４０５が本明細書で企図され、それらのＲＢ４０
５が任意の数のサブバンドに分割され得ることを諒解されたい。示されている例では、リ
ソース４００は３つのＵＥ１１５とＤ２Ｄ　ＵＥとによって利用される。たとえば、ＵＥ
１は、リソース４２５においてアップリンク上で送信するように割り当てられ、ＵＥ２は
、リソース４３０においてアップリンク上で送信するように割り当てられ、ＵＥ３は、リ
ソース４３５においてアップリンク上で送信するように割り当てられ得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥ
送信はリソース４４０上でスケジュールされ得る。
【００８８】
　[0068]サービング基地局１０５は、特定のリソースをＵＥ１～ＵＥ３の各々に割り当て
得、そのような送信のための（たとえば基地局１０５へのアップリンク送信のための）Ｗ
ＡＮ周波数ホッピングパターンを定義し得る。場合によっては、同じ情報（たとえば、パ
ケット、コードブロックなど）が再送信される必要があり得るように、ＵＥ１～３のいず
れかからの送信が失敗し得る。場合によっては、再送信は、第１の失敗した送信の後に（
たとえば、ＡＣＫが受信されないときに）所与の間隔のサブフレームにおいて再送信が行
われるように、ＨＡＲＱプロセスに従ってスケジュールされ得る。たとえば、ＦＤＤシス
テムでは、間隔は８つのサブフレームにおいて設定され得る。
【００８９】
　[0069]基地局１０５は、送信ダイバーシティを改善し、干渉を低減するために、ＨＡＲ
Ｑのためのあらゆる他の再送信のために固定周波数オフセットを利用するようにＵＥ１～
３に命令し得る。これはタイプ１ホッピングに対応し得る。（図４に示されているサブフ
レーム４１０、または図３Ａおよび図３Ｂの３１０、３１５などのスロットを表し得る）
第１のタイムスロットは、以下によって表され得る。
【００９０】
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【数１８】

【００９１】
および
【００９２】
【数１９】

【００９３】
ここで、
【００９４】
【数２０】

【００９５】
は、上位レイヤによって決定されたＰＵＳＣＨホッピングオフセットに等しい。第２のタ
イムスロットは、以下の固定オフセットを適用することによって決定され得、
【００９６】

【数２１】

【００９７】
以下の関係に従い得る。
【００９８】

【表１】

【００９９】
サブフレーム間ホッピングの場合、上記は、偶数および奇数送信に適用され得る。
【０１００】
　[0070]たとえば、ＵＥ１は、４２５－ａにおいてサブフレーム０中のＲＢ５～７上で送
信し得る。送信４２５－ａが適切に受信されなかったと決定した後、ＵＥ１は、次いで、
４２５－ｂにおいてサブフレーム８中のＲＢ２６～２９において再送信するように命令さ
れ得る。この再送信は、２２個のＲＢの固定オフセットに従い得るが、他の周波数オフセ
ットが利用され得ることを諒解されたい。再送信が再び失敗した場合、ＵＥ１は、４２５
－ｃにおいてサブフレーム１６中のＲＢ４～７を介して再送信するように命令され得、以
下同様である。ＵＥ２および３は、同じ再送信ホッピングパターン（たとえば、あらゆる
他の送信のための２２個のＲＢオフセット）に従うように命令されるが、異なるＲＢにお
いて（たとえば、ＵＥ２は、４３０－ａにおいてサブフレーム０中のＲＢ１１～２０にお
いて、ＵＥ３は、４３５－ａにおいてサブフレーム１中のＲＢ３５～４１において）開始
し得る。
【０１０１】
　[0071]再送信のためのＤ２Ｄ周波数ホッピングパターンを、上記で説明したタイプ１Ｗ
ＡＮ周波数ホッピングと協調させるために、基地局１０５は、第１の送信４４０－ａの後
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に偶数番号のサブフレーム上で第１のオフセットを適用し、第１の送信４４０－ａの後に
奇数番号のサブフレーム上で第２のオフセットを適用するようにＤ２Ｄ　ＵＥに命令し得
る。場合によっては、第２のオフセットは０個のＲＢに設定され得る。Ｄ２Ｄ再送信スキ
ームが、概して、ＨＡＲＱ再送信スキームと同期されないので、Ｄ２Ｄ再送信は、第１の
送信４４０－ａの後に任意の数のサブフレームにおいて再送信が行われ得るように、より
ランダムベースで行われ得る。基地局１０５は、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを決定
し、Ｄ２Ｄ　ＵＥにそのスキームを通信し得る。このようにして、ＷＡＮ　ＨＡＲＱ再送
信４２５、４３０、または４３５と、Ｄ２Ｄ再送信４４０との間の、ＲＢ上での干渉／競
合が低減され得る。
【０１０２】
　[0072]図示のように、Ｄ２Ｄ　ＵＥは、最初に、サブフレーム０におけるＲＢ２２～２
５を含む４４０－ａにおいて別のＤ２Ｄ　ＵＥに送信し得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥは、ゼロオフ
セットにおける（たとえば、ＲＢ２２～２５における）サブフレーム１中の４４０－ｂを
再送信するように命令され得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥは、次いで、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングパタ
ーンに従って、ＲＢ３８～４１（たとえば、１６ＲＢオフセット）におけるサブフレーム
４（偶数サブフレーム）中の４４０－ｃにおいて、サブフレーム９中のＲＢ２２～２５（
たとえば、０ＲＢオフセット）における４４０－ｄにおいて、およびサブフレーム１６中
のＲＢ３８～４１（たとえば、１６ＲＢオフセット）における４４０－ｅにおいて再送信
するように命令され得る。このようにして、ＷＡＮを介して通信するＵＥ１１５の他のア
ップリンク送信との衝突を回避するかまたは最小限に抑えるために、Ｄ２Ｄ再送信周波数
ホッピングスキームが基地局１０５によって協調させられ得る。
【０１０３】
　[0073]他のオフセットが、Ｄ２Ｄ再送信のために企図され、各再送信について異なり得
ることを諒解されたい。さらに、サブフレーム間隔の他の番号は、異なるスキーム、パタ
ーンなどに従って、Ｄ２Ｄ再送信間で実装され得る。Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは
、サービスされるネットワークにおける輻輳、アップリンク上で通信するＵＥ１１５の数
、前に収集または決定された干渉メトリックなどに基づいて決定され得る。
【０１０４】
　[0074]サブフレーム間ホッピングが図４に示されている。ただし、サブフレーム内ホッ
ピングが同様の様式で実装され、あらゆるサブフレームが２つのスロット３１０、３１５
に分割され得ることを諒解されたい。
【０１０５】
　[0075]図５を参照すると、ブロック図は、０～４９個のリソースブロック（ＲＢ）４０
５－ａと、インデックスｉによって表される複数のサブフレーム４１０－ａとに分割され
たアップリンク通信リソース５００を示している。リソース５００は、図３Ａ、図３Ｂ、
または図４を参照して説明したリソース３００－ａ、３００－ｂ、または４００の１つま
たは複数の態様の例であり得る。リソース５００は、図１または図２を参照して上記で説
明した、（１つまたは複数の）基地局１０５とのリンク１２５を介したアップリンク通信
と、（１つまたは複数の）他のＤ２Ｄ　ＵＥ１１５とのリンク１２６を介したＤ２Ｄ通信
とのためにＵＥ１１５（たとえば、図２のＵＥ１１５－ａ）によって使用され得る。
【０１０６】
　[0076]図示のように、（ＲＢ０～２および４７～４９に対応する）リソース４１５－ａ
および４２０－ａが、制御情報などのためになど、ＰＵＣＣＨを介した通信のために予約
され得る。ＲＢ３～４６（たとえば、ＰＵＳＣＨリソース）は、４つのサブバンド５０５
、５１０、５１５、および５２０に区分され、各サブバンドは１１個のＲＢを含み得る。
示されている例では、リソース５００は４つのＵＥ１１５とＤ２Ｄ　ＵＥとによって利用
される。たとえば、ＵＥ１は、リソース５２５においてアップリンク上で送信するように
割り当てられ、ＵＥ２は、リソース５３０においてアップリンク上で送信するように割り
当てられ、ＵＥ３は、リソース５３５においてアップリンク上で送信するように割り当て
られ、ＵＥ４は、リソース５４５においてアップリンク上で送信するように割り当てられ
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得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥ送信はリソース５４０上でスケジュールされ得る。
【０１０７】
　[0077]サービング基地局１０５は、特定のリソースをＵＥ１～ＵＥ４の各々に割り当て
得、そのような送信のための（たとえば、基地局１０５へのアップリンク送信のための）
ＷＡＮ周波数ホッピングパターンを定義し得る。場合によっては、同じ情報（たとえば、
パケット、コードブロックなど）が再送信される必要があり得るように、ＵＥ１～４のい
ずれかからの送信が失敗し得る。場合によっては、再送信は、第１の失敗した送信の後に
所与の間隔のサブフレーム（たとえば、８つのサブフレーム）において再送信が行われる
ように、ＨＡＲＱプロセスに従ってスケジュールされ得る。
【０１０８】
　[0078]基地局１０５は、たとえば、送信ダイバーシティを改善し、干渉を低減するため
に、ＨＡＲＱ再送信のためのタイプ２周波数ホッピングスキームを利用するようにＵＥ１
～４に命令し得る。タイプ２ホッピングはセル固有ホッピングおよびミラーリングを含み
得る。タイプ２ホッピングは、以下によって表され得る。
【０１０９】
【数２２】

【０１１０】
タイプ２ホッピングは、以下によっても表され得る。
【０１１１】
【数２３】

【０１１２】
サブバンドサイズの計算は、以下によって与えられ得る。
【０１１３】

【数２４】

【０１１４】
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サブバンドホッピング関数は、以下によって表され得る。
【０１１５】
【数２５】

【０１１６】
ここで、ｃ（ｋ）：セルＩＤで初期化された擬似ランダムシーケンス。
ミラーリング関数は、以下によって表され得る。
【０１１７】
【数２６】

【０１１８】
　[0079]一例では、ＵＥ１は、サブバンド５０５中のサブフレーム０中のリソース５２５
－ａ（ＲＢ９～１３）上で送信し得る。送信５２５－ａが適切に受信されなかったと決定
した後、ＵＥ１は、次いで、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームに従って、サブバンド５２
０中のサブフレーム８中の５２５－ｂ（ＲＢ４２～４６）において再送信し得る。この再
送信は、３つのサブバンドのサブバンドホップおよび非ミラーリングを表し得る（送信５
２５－ａもサブバンド５０５の端部にあったので、送信５２５－ｂはサブバンド５２０の
端部にある）。同様に、ＵＥ３は、サブバンド５１５中のサブフレーム０中のリソース５
３５－ａ（ＲＢ３０～３５）上で送信するように命令され得る。失敗した送信の後に、Ｕ
Ｅ３は、ＷＡＮ周波数ホッピングパターンに従って、サブバンド５１０中のサブフレーム
８中のリソース５３５－ｂ（ＲＢ２０～２４）において再送信し得る。この再送信は、１
つのサブバンドのサブバンドホップおよび非ミラーリングを表し得る。ＵＥ２は、最初に
、サブバンド５２０中のサブフレーム１中の５３０－ａ（ＲＢ３６～４０）において送信
し得る。失敗した送信の後に、ＵＥ２は、サブバンド５１５中のサブフレーム９中の５３
０－ｂ（ＲＢ３０～３５）において再送信し得る。ＵＥ４は、最初に、サブバンド５１０
中のサブフレーム１中の５４５－ａ（ＲＢ１４～１９）において送信し、失敗した送信の
後に、サブバンド５０５中のサブフレーム９中の５４５－ｂ（ＲＢ８～１３）において再
送信し得る。ＵＥ１～４のうちの１つまたは複数の再送信は、様々なホッピングスキーム
のいずれかに従って続き得る。したがって、タイプ２ホッピングに従って利用されるリソ
ースは、タイプ１ホッピングよりも整合性が低いので、サブフレームの数に基づく単純な
オフセットがあまり効果的でないことがある（たとえば、図４を参照して説明した例）。
【０１１９】
　[0080]再送信のためのＤ２Ｄ周波数ホッピングパターンを、上記で説明したタイプ２Ｗ
ＡＮ周波数ホッピングと協調させるために、基地局１０５は、基地局１０５のセル識別情
報（ＩＤ）をＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームに関連付け得る。Ｄ２Ｄ周波数ホッピング
スキームはタイプ２ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させられ得る。場合によって
は、協調することは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングパターンに、タイプ２ＷＡＮ周波数ホッピ
ングスキームのために使用される同じシードを（たとえば、上記で説明した式に基づいて
、乱数生成器中の同じシードを用いてなど）シードすることを含み得る。他の場合には、
協調することは、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームによって利用されるリソースを予測的
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に回避することを含み得る。いくつかの態様では、基地局１０５は、Ｄ２Ｄ固有リソース
をＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームに関連付け得る。たとえば、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング
スキームは、Ｄ２Ｄ通信のために予約されたリソースに固有であり得る。
【０１２０】
　[0081]場合によっては、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームとＤ２Ｄ周波数ホッピングス
キームとは、同じ論理ＲＢ対物理ＲＢマッピングシーケンスを有し得る。このシナリオで
は、基地局１０５は、アップリンク上で実装される同期ＨＡＲＱの性質により、どの論理
ＲＢがＷＡＮ　ＵＥ１～４によって占有されるかを知り得る。この場合、基地局１０５は
、衝突を回避するためにＤ２Ｄリソースを容易に割り振り得る。
【０１２１】
　[0082]いくつかの例では、基地局１０５はＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを決定し得
る。他の例では、Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１５は、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームの情報を受信
し、ＷＡＮ周波数ホッピング情報に基づいて、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームの少なく
とも一部を決定し／１つまたは複数のメッセージをいつ別のＤ２Ｄ　ＵＥ１１５に送信す
べきかを決定し得る。
【０１２２】
　[0083]図示のように、Ｄ２Ｄ　ＵＥは、最初に、サブバンド５１０中のサブフレーム０
中の５４０－ａ（ＲＢ１４～１９）において別のＤ２Ｄ　ＵＥに送信し得る。Ｄ２Ｄ　Ｕ
Ｅは、サブバンド５１５中のサブフレーム１中の５４０－ｂ（ＲＢ３０～３５）において
再送信するように命令され得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥは、次いで、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングパタ
ーンに従って、５４０－ｃ（サブバンド５１０中のサブフレーム４中のＲＢ２０～２４）
において再送信し、５４０－ｄ（サブバンド５１５中のサブフレーム９中のＲＢ２５～３
０）において再送信するように命令され得、以下同様である。このようにして、ＷＡＮを
介して通信するＵＥ１１５の他のアップリンク送信との衝突を回避するかまたは最小限に
抑えるために、Ｄ２Ｄ再送信周波数ホッピングスキームが基地局１０５によって協調させ
られ得る。
【０１２３】
　[0084]いくつかの例では、基地局１０５は、ＰＤＣＣＨを介してＤ２Ｄ周波数ホッピン
グスキームに従ってＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５にＤ２Ｄスケジューリング許可を送信し得る。
スケジューリング許可は、第２のＤ２Ｄ対応ＵＥにセルＩＤを送信するようにＤ２Ｄ対応
ＵＥに命令する命令を含み得、ここにおいて、第２のＤ２Ｄ対応ＵＥはセルＩＤに関連付
けられない（すなわち、別のセルに関連付けられる）。このようにして、セル間Ｄ２Ｄ再
送信を協調させることによって、セル間干渉が緩和され得る。
【０１２４】
　[0085]他の例では、スケジューリング許可は、セル間Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１５にスケジュー
リング割当てを送信するために、Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１５のための第１のリソースを指定し得
る。このシナリオでは、スケジューリング割当てを送信するために使用される第１のリソ
ースはセルＩＤを暗黙的に示し得る。この事例では、基地局１０５は、どのリソースが、
異なる近隣セルＩＤに関連付けられ、したがってどんなＤ２Ｄ周波数ホッピングスキーム
が適用可能であるかを決定し／示すためのルールを確立し得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１５がセ
ル間Ｄ２Ｄ　ＵＥ１１５にスケジューリング割当てを送信したとき、セル間Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１１５は、どのセルＩＤ（したがってどんなＤ２Ｄ周波数スキーム）が送信Ｄ２Ｄ　ＵＥ
１１５との通信のために利用されるべきであるかを決定し得る。いくつかの例では、基地
局１０５は、Ｄ２Ｄ通信のために特に予約されたリソースに基づいて、Ｄ２Ｄ周波数スキ
ームを決定し得る。そのような事例では、基地局１０５は、Ｄ２Ｄ　ＵＥ　１１５に、Ｄ
２Ｄ固有リソースと、関連付けられた周波数ホッピングスキームとのインジケーションを
送り得る。
【０１２５】
　[0086]サブフレーム間ホッピングが図５に示されている。ただし、サブフレーム内ホッ
ピングが同様の様式で実装され、あらゆるサブフレームが２つのスロット３１０、３１５
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に分割され得ることを諒解されたい。
【０１２６】
　[0087]図６を参照すると、ブロック図は、０～４９個のリソースブロック（ＲＢ）４０
５－ｂと、インデックスｉによって表される複数のサブフレーム４１０－ｂとに分割され
たアップリンク通信リソース６００を示している。リソース６００は、図３Ａ、図３Ｂ、
図４、または図５を参照して説明したリソース３００－ａ、３００－ｂ、４００、または
５００の１つまたは複数の態様の例であり得る。リソース６００は、図１または図２を参
照して上記で説明した、（１つまたは複数の）基地局１０５とのリンク１２５を介したア
ップリンク通信と、（１つまたは複数の）他のＤ２Ｄ　ＵＥ１１５とのリンク１２６を介
したＤ２Ｄ通信とのためにＵＥ１１５（たとえば、図２のＵＥ１１５－ａ）によって使用
され得る。
【０１２７】
　[0088]図示のように、（ＲＢ０～２および４７～４９に対応する）リソース４１５－ｂ
および４２０－ｂは、制御情報などのためになど、ＰＵＣＣＨを介した通信のために予約
され得る。ＲＢ３～４６（たとえば、ＰＵＳＣＨリソース）は、４つのサブバンド５０５
－ａ、５１０－ａ、５１５－ａ、および５２０－ａに区分され、各サブバンドは１１個の
ＲＢを含む。示されている例では、リソース６００は４つのＵＥ１１５とＤ２Ｄ　ＵＥと
によって利用される。たとえば、ＵＥ１は、リソース５２５においてアップリンク上で送
信するように割り当てられ、ＵＥ２は、リソース５３０においてアップリンク上で送信す
るように割り当てられ、ＵＥ３は、リソース５３５においてアップリンク上で送信するよ
うに割り当てられ、ＵＥ４は、リソース５４５においてアップリンク上で送信するように
割り当てられ得る。Ｄ２Ｄ　ＵＥ送信はリソース５４０上でスケジュールされ得る。ＵＥ
１～４のためのアップリンク送信のための周波数ホッピングは、図５を参照して上記で説
明したようにタイプ２ホッピングパターンに従い得る。したがって、ＵＥ１～４の周波数
ホッピングは、簡潔のためにここで繰り返されない。
【０１２８】
　[0089]図６に示されているように、タイプ２ＷＡＮ周波数ホッピングスキームとのＤ２
Ｄ周波数ホッピングスキームの協調は、Ｄ２Ｄ通信のみのためにＰＵＳＣＨリソースの一
部分またはサブセット（たとえば、図示のようにＲＢ３～７および４２～４６）を区分す
ることを含み得る。基地局１０５は、どのリソースがＤ２Ｄ　ＵＥ１１５によって利用さ
れるべきであるかをＤ２Ｄ　ＵＥ１１５とＵＥ１～４とに示すように１つまたは複数のし
きい値を設定し得る。場合によっては、しきい値は、６０５、６１０など、１つまたは複
数の高リソースブロックしきい値、または１つまたは複数の低リソースブロックしきい値
６１５、６２０を含み得る。この例では、Ｄ２Ｄ　ＵＥは、サブフレーム０中でしきい値
６０５としきい値６１０との間で送信／再送信し、サブフレーム１、４、および９中でし
きい値６１０としきい値６２０との間で送信／再送信し得る。この実装形態では、セル内
およびセル間干渉が、最小オーバーヘッドで低減されるか、または除去され得る（たとえ
ば、４つのしきい値のみが、このＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを実装するために必要
とされ得る）。変動するサブフレーム、ＲＢなどの他のホップが、同様の効果で利用され
得ることを諒解されたい。このシナリオでは、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを示すた
めに、デフォルトセルＩＤが少なくとも部分的に使用され得る（たとえば、５１０の値）
。
【０１２９】
　[0090]図４、図５、または図６を参照して上記で説明した例のいずれかでは、Ｄ２Ｄ周
波数ホッピングスキームは、スケジューリング許可を介して基地局１０５によってＤ２Ｄ
　ＵＥ１１５に通信され得る。スケジューリング許可は、システム情報ブロック（ＳＩＢ
）の形態であり得、以下のパラメータのうちの１つまたは複数を含み得る。　
　　　　１．いくつのＲＢＳがＰＵＣＣＨのための利用可能なリソースの各エッジ上で利
用されるかを示し得る、ＰＵＳＣＨ上側ホッピングオフセット（Ｎ＿ＨＯ＿ＲＢ）；　
　　　　２．タイプ２ホッピングのためのサブバンドの数を示し得る、サブバンドの数（
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Ｎ＿ｓｂ）；　
　　　　３．Ｄ２Ｄ専用通信のためのＰＵＳＣＨとの競合を回避するために使用され得る
、ＰＵＳＣＨ下側ホッピングオフセット（Ｎ＿ＬＯ＿ＲＢ）；または　
　　　　４．Ｄ２Ｄホッピングパターン決定のために使用され得る、Ｄ２ＤセルＩＤ。
【０１３０】
　[0091]図７に、本明細書で説明する様々な例による、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキーム
をＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させるために構成された基地局１０５－ｂのブ
ロック図７００を示す。基地局１０５－ｂは、図１または図２を参照しながら上記で説明
した基地局１０５の少なくとも１つの態様の一例であり得る。基地局１０５－ｂは、図１
または図２を参照して上記で説明したように、あるいは図４、図５、または図６を参照し
て説明した協調技法を介して、通信リンク１２５を介して少なくとも１つのＵＥ１１５と
通信し得る。基地局１０５－ｂは、受信機モジュール７０５と、ＷＡＮ周波数ホッピング
モジュール７１０と、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５と、送信機モジュー
ル７３５とを含み得る。様々な例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５は
、Ｄ２Ｄオフセットモジュール７２０、セル間スケジューリング許可モジュール７２５、
またはＤ２Ｄリソース決定モジュール７３０のうちの１つまたは複数を含み得る。これら
の構成要素の各々は互いと通信していることがある。
【０１３１】
　[0092]基地局１０５の構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで
実行するように適応された少なくとも１つの特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用し
て、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、少なくとも１つの
集積回路上で、少なくとも１つの他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得る
。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの
集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得る。各
ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、少なくとも１つの汎用または特定用途
向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた
命令を用いて実装され得る。
【０１３２】
　[0093]受信機モジュール７０５は、基地局１０５－ｂが受信または送信したものに関す
るパケット、データ、またはシグナリング情報など、情報を受信し得る。受信された情報
は、様々な目的のために基地局１０５－ｂによって利用され得る。場合によっては、受信
機モジュール７０５は、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５のためにＤ２Ｄ再送信周波数ホッピングス
キームをＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させるための上記で説明した様々な技法
をさらに可能にするために、たとえば少なくとも１つのＵＥ１１５からデータまたは送信
を受信するように構成され得る。
【０１３３】
　[0094]送信機モジュール７３５は、基地局１０５－ｂからのパケット、データ、または
シグナリング情報など、情報を送信し得る。場合によっては、送信機モジュール７３５は
、Ｄ２Ｄ通信または再送信を協調するためになど、１つまたは複数のＵＥ１１５にデータ
を送信するように構成され得る。
【０１３４】
　[0095]ＷＡＮ周波数ホッピングモジュール７１０は、場合によっては受信機モジュール
７０５とともに、基地局１０５－ｂによってサービスされるＷＡＮにおいて利用されるＷ
ＡＮ周波数ホッピングスキームを識別し得る。場合によっては、ＷＡＮ周波数ホッピング
モジュール７１０はＷＡＮ周波数ホッピングスキームを構成し得、他の場合には、ホッピ
ングスキームは、送信機モジュール７３５によって送信された要求を介して別のネットワ
ークデバイスからアクセスされ得る。ＷＡＮ周波数ホッピングモジュール７１０は、Ｄ２
Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５にＷＡＮホッピングスキームを通信し得る。
【０１３５】
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　[0096]Ｄ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５は、ＷＡＮにおいてアップリンク
通信と干渉し得る、Ｄ２Ｄ再送信のために利用されるべき、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキ
ームを協調させるために、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームを利用し得る。Ｄ２Ｄ周波数
ホッピングスキームは、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームとの干渉を最小限に抑えるため
に協調させられ得る。Ｄ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５は、次いで、周波数
ホッピングスキームを実装するために、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５に送信されるように送信機
モジュール７３５にＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信し得る。
【０１３６】
　[0097]いくつかの例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５はＤ２Ｄオフ
セットモジュール７２０を含み得る。ＷＡＮ周波数ホッピングスキームがタイプ１である
とＷＡＮ周波数ホッピングモジュール７１０が決定した場合、Ｄ２Ｄオフセットモジュー
ル７２０は、Ｄ２Ｄ再送信のために第１または第２のオフセットを決定するように命令さ
れ得る。Ｄ２Ｄオフセットモジュール７２０は、第１の送信から偶数個のサブフレーム後
に送信された送信のために第１のオフセットを決定するか、または第１の送信から奇数個
のサブフレーム後に送信された送信のために第２のオフセットを決定し得る。場合によっ
ては、第１または第２のオフセットは０に設定され得る。Ｄ２Ｄオフセットモジュール７
２０は、次いで、たとえばＰＤＣＣＨを介して、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５に送信されるよう
に送信機モジュール７３５に第１または第２のオフセットを通信し得る。
【０１３７】
　[0098]いくつかの例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５は、セル間ス
ケジューリング許可モジュール７２５とＤ２Ｄリソース決定モジュール７３０とを含み得
る。ＷＡＮ周波数ホッピングスキームがタイプ２であるとＷＡＮ周波数ホッピングモジュ
ール７１０が決定した場合、セル間スケジューリング許可モジュール７２５は、送信機モ
ジュール７３５を介してＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５に通信されるべきスケジューリング許可を
構成するように命令され得る。スケジューリング許可は、Ｄ２Ｄ通信のために予約された
リソースのインジケーションを含み得る。したがって、スケジューリング許可は、Ｄ２Ｄ
固有リソースに関連付けられたＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを含み得る。場合によっ
ては、スケジューリング許可は、基地局１０５－ｂのセルＩＤに関連付けられたＤ２Ｄ周
波数ホッピングスキームのインジケーションを含み得る。スケジューリング許可は、第２
のＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５にセルＩＤを送信するようにＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５に命令する命
令をさらに含み得、ここで、第２のＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５はセルＩＤ（たとえば、セル間
ＵＥ１１５）に関連付けられない。このようにして、Ｄ２Ｄセル間通信はＷＡＮ周波数ホ
ッピングスキームと協調させられ得る。
【０１３８】
　[0099]いくつかの例では、Ｄ２Ｄリソース決定モジュール７３０は、Ｄ２Ｄ通信（たと
えば、再送信）のために予約されるべき利用可能なＰＵＳＣＨリソースのサブセットを決
定し得る。これは、低リソースブロックしきい値、高リソースブロックしきい値、または
その両方を決定することを含み得る。Ｄ２Ｄリソース決定モジュールは、次いで、ＷＡＮ
アップリンク再送信とＤ２Ｄ再送信との間の干渉を同様に低減するために、Ｄ２Ｄ対応Ｕ
Ｅ１１５に送信されるように送信機モジュール７３５に１つまたは複数のしきい値を通信
し得る。
【０１３９】
　[0100]図８に、本明細書で説明する様々な例による、基地局１０５によって通信される
Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５に１つまたは複数のメ
ッセージを再送信するために構成されたＵＥ１１５－ｃのブロック図８００を示す。ＵＥ
１１５－ｃは、図１、または図２を参照しながら上記で説明したＵＥ１１５の少なくとも
１つの態様の一例であり得る。ＵＥ１１５－ｃは、図１または図２を参照して上記で説明
したように、あるいは図４、図５、または図６を参照して説明した協調技法を介して、通
信リンク１２５を介して少なくとも１つの基地局１０５と通信するか、またはリンク１２
６を介して少なくとも１つのＵＥ１１５と通信し得る。ＵＥ１１５－ｃは、受信機モジュ
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ール８０５と、オフセット決定モジュール８１５をさらに含み得るＤ２Ｄ周波数ホッピン
グ決定モジュール８１０と、送信機モジュール８２０とを含み得る。これらの構成要素の
各々は互いと通信していることがある。
【０１４０】
　[0101]ＵＥ１１５－ｃの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェア
で実行するように適応された少なくとも１つの特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用
して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、少なくとも１つ
の集積回路上で、少なくとも１つの他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプ
の集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得る。
各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、少なくとも１つの汎用または特定用
途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれ
た命令を用いて実装され得る。
【０１４１】
　[0102]受信機モジュール８０５は、ＵＥ１１５－ｃが受信または送信したものに関する
パケット、データ、あるいはシグナリング情報など、情報を受信し得る。受信された情報
は、様々な目的のためにＵＥ１１５－ｃによって利用され得る。場合によっては、受信機
モジュール８０５は、基地局決定Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従ってＤ２Ｄ対応Ｕ
Ｅ１１５と通信するための上記で説明した様々な技法をさらに可能にするために、たとえ
ば基地局１０５からデータまたは送信を受信するように構成され得る。
【０１４２】
　[0103]送信機モジュール８２０は、ＵＥ１１５－ｃからのパケット、データ、またはシ
グナリング情報など、情報を送信し得る。場合によっては、送信機モジュール８２０は、
図１または図２を参照して説明した、リンク１２５を介して１つまたは複数の基地局１０
５にアップリンク上でデータを送信するか、またはリンク１２６を介してＤ２Ｄ対応ＵＥ
１１５に１つまたは複数のＤ２Ｄメッセージを送信するように構成され得る。
【０１４３】
　[0104]受信機モジュール８０５は、ＵＥ１１５－ｃのロケーションに対応するカバレー
ジをもつＷＡＮに関連付けられた基地局１０５からＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを受
信し得る。Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、たとえば基地局１０５によってＷＡＮ周
波数ホッピングスキームと協調させられ得る。受信機モジュール８０５は、Ｄ２Ｄ周波数
ホッピング決定モジュール８１０にこの情報を通信し得、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング決定モ
ジュール８１０は、通信されたＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを識別し得る。
【０１４４】
　[0105]いくつかの事例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング決定モジュール８１０のオフセッ
ト決定モジュール８１５は、別のＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５に１つまたは複数のメッセージを
再送信するために、（たとえば、ＷＡＮタイプ１ホッピングスキームの例において）１つ
または複数のオフセットを識別／決定し得る。場合によっては、第１のオフセットは、第
１の送信の後に偶数サブフレーム上で送信された送信に対応し得るが、第２のオフセット
は、第１の送信の後に奇数サブフレーム上で送信された送信に対応し得る。オフセットが
、基地局１０５からのメッセージ中で通信された情報から識別／決定されると、オフセッ
ト決定モジュール８１５は、第１または第２のオフセットに従って、別のＤ２Ｄ対応ＵＥ
１１５にスケジューリング割当てを送信し／Ｄ２Ｄメッセージを再送信するように送信機
モジュール８３０に命令し得る。
【０１４５】
　[0106]他の事例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング決定モジュール８１０は、Ｄ２Ｄ通信の
ために予約されたリソースを決定し得る。そのような場合、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング決定
モジュール８１０は、Ｄ２Ｄ固有リソースに基づいてＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを
決定し得る。このまたは他の事例では、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング決定モジュール８１０は
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、基地局１０５から受信された情報に基づいて、別のＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５への送信／再
送信のためのリソースを決定し得る。場合によっては、これは、Ｄ２Ｄの割り振られたリ
ソースのための１つまたは複数のしきい値を識別することを含み得る。Ｄ２Ｄ周波数ホッ
ピング決定モジュール８１０は、次いで、割り振られたリソース上でＤ２Ｄ　ＵＥ１１５
に送信／再送信するように送信機モジュール８２０に命令し得る。
【０１４６】
　[0107]場合によっては、Ｄ２Ｄ周波数ホッピング決定モジュール８１０は、基地局１０
５、または基地局１０５によって実装されるＷＡＮ周波数ホッピングスキームに関連付け
られたセルＩＤを決定し得る。ＵＥ１１５－ｃは、次いで、上記で説明したように、ＷＡ
Ｎホッピングスキームによって利用されるリソース上で再送信することを回避するように
など、セル間Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５に命令するために、セル間Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５にセ
ルＩＤを通信するように送信機モジュール８２０に命令し得る。
【０１４７】
　[0108]図９に、本明細書で説明する様々な例による、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５のためにＤ
２Ｄ周波数ホッピングスキームをＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させるために構
成された基地局１０５－ｃのブロック図９００を示す。基地局１０５－ｂは、図１、図２
または図７を参照しながら上記で説明した基地局１０５の少なくとも１つの態様の一例で
あり得るか、あるいは図７を参照しながら上記で説明したＷＡＮ周波数ホッピングモジュ
ール７１０またはＤ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５の少なくとも１つの態様
を実装し得る。基地局１０５－ｃは、図１または図２を参照して上記で説明したように、
あるいは図４、図５、または図６を参照して説明した協調技法を介して、通信リンク１２
５を介して少なくとも１つのＵＥ１１５と通信し得る。
【０１４８】
　[0109]基地局１０５－ｃの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェ
アで実行するように適応された少なくとも１つの特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使
用して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、少なくとも１
つの集積回路上で、少なくとも１つの他の処理ユニット（またはコア）によって実行され
得る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイ
プの集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得る
。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、少なくとも１つの汎用または特定
用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込ま
れた命令を用いて実装され得る。
【０１４９】
　[0110]基地局１０５－ｃは、（１つまたは複数の）アンテナ９１５と、（１つまたは複
数の）トランシーバ９２０と、メモリ９３５と、プロセッサ９３０と、Ｉ／Ｏデバイス９
２５とを含み、その各々は、たとえば、少なくとも１つのバス９４５を介して、直接また
は間接的に、互いと通信していることがある。（１つまたは複数の）トランシーバ９２０
は、図１または図２を参照して上記で説明した通信リンク１２５または１２６のいずれか
など、少なくとも１つのワイヤードまたはワイヤレスリンクをもつアンテナ９１５を介し
て、双方向に通信するように構成され得る。（１つまたは複数の）トランシーバ９２０は
、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ９１５に与え、アンテ
ナ９１５から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。（１つ
または複数の）トランシーバ９２０は、アンテナ９１５とともに、パケットを送信および
受信し得る。（１つまたは複数の）トランシーバ９２０は、同じまたは異なる無線インタ
ーフェース（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、セルラーなど）を使用して、複数の同
時通信リンクを維持するように構成され得る。基地局１０５－ｃは単一のアンテナ９１５
を含み得るか、または基地局１０５－ｃは複数のアンテナ９１５を含み得る。基地局１０
５－ｃは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムにおいて通信を送信および受信するた
めに複数のアンテナ９１５を採用することが可能であり得る。
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【０１５０】
　[0111]メモリ９３５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）とを含み得る。メモリ９３５は、実行されたとき、プロセッサ９３０に本明細書で説
明する様々な機能を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コ
ンピュータ実行可能ソフトウェア９４０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア９４０は
、プロセッサ９３０によって直接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパ
イルされ実行されたとき）本明細書で説明する機能をコンピュータに実行させるように構
成され得る。プロセッサ９３０は、インテリジェントハードウェアデバイス（たとえば、
中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）など）を含み得る。
【０１５１】
　[0112]図９のアーキテクチャによれば、基地局１０５－ｃは、ＷＡＮ周波数ホッピング
モジュール７１０－ａとＤ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５－ａとをさらに含
み得る。例として、基地局１０５－ｃのこれらの構成要素は、バス９４５を介して基地局
１０５－ｃの他の構成要素の一部または全部と通信していることがある。追加または代替
として、これらのモジュールの機能は、ソフトウェア９４０に記憶されたコンピュータプ
ログラム製品として、またはプロセッサ９３０の少なくとも１つのコントローラ要素とし
て、トランシーバ９２０を介して実装され得る。いくつかの例では、ＷＡＮ周波数ホッピ
ングモジュール７１０－ａと、Ｄ２Ｄオフセットモジュール７２０、セル間スケジューリ
ング許可モジュール７２５、またはＤ２Ｄリソース決定モジュール７３０のうちの１つま
たは複数を含むＤ２Ｄ周波数ホッピング協調モジュール７１５－ａとは、プロセッサ９３
０によって実行されるメモリ９３５／ソフトウェア９４０中のサブルーチンとして実装さ
れ得る。他の場合には、これらのモジュールは、プロセッサ９３０自体の中のサブモジュ
ールとして実装され得る。
【０１５２】
　[0113]基地局１０５－ｃのＷＡＮ周波数ホッピングモジュール７１０－ａおよびＤ２Ｄ
周波数ホッピング協調モジュール７１５－ａは、ＵＥ１１５のＤ２Ｄ再送信のためにＤ２
Ｄ周波数ホッピングパターンをＷＡＮ周波数ホッピングパターンと協調させるための上記
で説明したプロシージャをさらに実装し得、簡潔のために、ここで繰り返されない。
【０１５３】
　[0114]図１０は、本明細書で説明する様々な例による、基地局１０５によって通信され
るＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５に１つまたはメッセ
ージを再送信するために構成されたＵＥ１１５－ｄのブロック図１０００である。ＵＥ１
１５－ｄは、図１、図２、または図８を参照しながら上記で説明したＵＥ１１５の少なく
とも１つの態様の一例であり得るか、あるいは図８を参照しながら上記で説明したＤ２Ｄ
周波数ホッピング決定モジュール８１０またはオフセット決定モジュール８１５の少なく
とも１つの態様を実装し得る。ＵＥ１１５－ｄは、図１または図２を参照して上記で説明
したように、あるいは図４、図５、または図６を参照して説明した協調技法を介して、通
信リンク１２５を介して少なくとも１つの基地局１０５と通信するか、またはリンク１２
６を介して少なくとも１つのＵＥ１１５と通信し得る。ＵＥ１１５－ｄは、パーソナルコ
ンピュータ（たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレ
ットコンピュータなど）、スマートフォン、セルラー電話、ＰＤＡ、ウェアラブルコンピ
ューティングデバイス、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネットアプライア
ンス、ルータ、ゲームコンソール、電子リーダー、ディスプレイデバイス、プリンタなど
、様々な構成のいずれかを有し得る。ＵＥ１１５－ｄは、モバイル動作を可能にするため
に、小型バッテリーなどの内部電源（図示せず）を有し得る。
【０１５４】
　[0115]ＵＥ１１５－ｄの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェア
で実行するように適応された少なくとも１つの特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用
して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、少なくとも１つ
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の集積回路上で、少なくとも１つの他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプ
の集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得る。
各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、少なくとも１つの汎用または特定用
途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれ
た命令を用いて実装され得る。
【０１５５】
　[0116]ＵＥ１１５－ｄは、（１つまたは複数の）アンテナ１０１５と、（１つまたは複
数の）トランシーバ１０２０と、メモリ１０３５と、プロセッサ１０３０と、Ｉ／Ｏデバ
イス１０２５とを含み、その各々は、たとえば、少なくとも１つのバス１０４５を介して
、直接または間接的に、互いと通信していることがある。（１つまたは複数の）トランシ
ーバ１０２０は、図１または図２を参照して上記で説明した通信リンク１２５または１２
６のいずれかなど、少なくとも１つのワイヤードまたはワイヤレスリンクをもつアンテナ
１０１５を介して、双方向に通信するように構成され得る。（１つまたは複数の）トラン
シーバ１０２０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ１０
１５に与え、アンテナ１０１５から受信されたパケットを復調するように構成されたモデ
ムを含み得る。（１つまたは複数の）トランシーバ１０２０は、アンテナ１０１５ととも
に、パケットを送信および受信し得る。（１つまたは複数の）トランシーバ１０２０は、
同じまたは異なる無線インターフェース（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ、セルラーなど）を使用
して、複数の同時通信リンクを維持するように構成され得る。ＵＥ１１５－ｄは単一のア
ンテナ１０１５を含み得るか、またはＵＥ１１５－ｄは複数のアンテナ１０１５を含み得
る。ＵＥ１１５－ｄは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムにおいて通信を送信およ
び受信するために複数のアンテナ１０１５を採用することが可能であり得る。
【０１５６】
　[0117]メモリ１０３５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）とを含み得る。メモリ１０３５は、実行されたとき、プロセッサ１０３０に本明細
書で説明する様々な機能を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可
読、コンピュータ実行可能ソフトウェア１０４０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア
１０４０は、プロセッサ１０３０によって直接的に実行可能でないことがあるが、（たと
えば、コンパイルされ実行されたとき）本明細書で説明する機能をコンピュータに実行さ
せるように構成され得る。プロセッサ１０３０は、インテリジェントハードウェアデバイ
ス（たとえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）など）を含み得る。
【０１５７】
　[0118]図１０のアーキテクチャによれば、ＵＥ１１５－ｄはＤ２Ｄ周波数ホッピング決
定モジュール８１０－ａをさらに含み得る。例として、ＵＥ１１５－ｄのこのおよび他の
構成要素は、バス１０４５を介してＵＥ１１５－ｄの他の構成要素の一部または全部と通
信していることがある。追加または代替として、これらのモジュールの機能は、ソフトウ
ェア１０４０に記憶されたコンピュータプログラム製品として、またはプロセッサ１０３
０の少なくとも１つのコントローラ要素として、トランシーバ１０２０を介して実装され
得る。いくつかの例では、オフセット決定モジュール８１５を含むＤ２Ｄ周波数ホッピン
グモジュール８１０－ａは、プロセッサ１０３０によって実行されるメモリ１０３５／ソ
フトウェア１０４０中のサブルーチンとして実装され得る。他の場合には、これらのモジ
ュールは、プロセッサ１０３０自体の中のサブモジュールとして実装され得る。
【０１５８】
　[0119]Ｄ２Ｄ周波数ホッピング決定モジュール８１０－ａは、サービング基地局１０５
から通信されるＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５と（た
とえば、再送信を介して）通信するための上記で説明したプロシージャをさらに実装し得
、簡潔のために、ここで繰り返されない。
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【０１５９】
　[0120]図１１は、本明細書で説明する様々な例による、Ｄ２Ｄ再送信のためのＤ２Ｄ周
波数ホッピングスキームをＨＡＲＱ再送信のために使用されるＷＡＮ周波数ホッピングス
キームと協調させるための方法１１００の一例を示すフローチャートである。明快のため
に、方法１１００について、図１、図２、図７、または図９を参照しながら説明した基地
局１０５のうちの１つの少なくとも１つの態様に関して以下で説明する。いくつかの例で
は、基地局１０５のうちの１つなどのデバイスが、以下で説明する機能を実行するように
デバイスの機能要素を制御するためのコードの少なくとも１つのセットを実行し得る。
【０１６０】
　[0121]ブロック１１０５において、基地局１０５は、基地局１０５によってサービスさ
れるＷＡＮにおいて使用されるＷＡＮ周波数ホッピングスキームを識別する。ブロック１
１０５における（１つまたは複数の）動作は、場合によっては、図７または図９を参照し
ながら説明したＷＡＮ周波数ホッピングモジュール７１０を使用して実行され得る。
【０１６１】
　[0122]ブロック１１１０において、基地局１０５は、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥ
のためのＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを、識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキー
ムと協調させる。ブロック１１１０における（１つまたは複数の）動作は、場合によって
は、図７または図９を参照しながら説明したＤ２Ｄ周波数ホッピングモジュール７１５を
使用して実行され得る。
【０１６２】
　[0123]ブロック１１１５において、基地局１０５は、少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥ
にＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信する。ブロック１１１５における（１つまたは
複数の）動作は、場合によっては、図７または図９を参照しながら説明した送信機モジュ
ール７３５を使用して実行され得る。
【０１６３】
　[0124]したがって、方法１１００は、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームをＷＡＮ周波数
ホッピングスキームと協調させることを提供し得る。方法１１００は一実装形態にすぎな
いこと、および方法１１００の動作は、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられ
るかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１６４】
　[0125]図１２は、本明細書で説明する様々な例による、ＷＡＮ周波数ホッピングスキー
ムと協調させられたＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って、Ｄ２Ｄ対応ＵＥ１１５と
通信するための方法１２００の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法１
１００について、図１、図２、図８、または図１０を参照しながら説明したＵＥ１１５の
うちの１つの少なくとも１つの態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥ１
１５のうちの１つなどのデバイスが、以下で説明する機能を実行するようにデバイスの機
能要素を制御するためのコードの少なくとも１つのセットを実行し得る。
【０１６５】
　[0126]ブロック１２０５において、ＵＥ１１５は、ＷＡＮに関連付けられた基地局１０
５から、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調させられたＤ２Ｄ周波数ホッピングスキ
ームを受信する。ブロック１２０５における（１つまたは複数の）動作は、場合によって
は、図８または図１０を参照しながら説明したＷＡＮ周波数ホッピング決定モジュール８
１０または受信機モジュール８０５を使用して実行され得る。
【０１６６】
　[0127]ブロック１２１０において、ＵＥ１１５は、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに
従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥ１１５に少なくとも１つのメッセージを送信する。ブロック
１２１０における（１つまたは複数の）動作は、場合によっては、図８または図１０を参
照しながら説明したＷＡＮ周波数ホッピング決定モジュール８１０または送信機モジュー
ル８２０を使用して実行され得る。
【０１６７】
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　[0128]したがって、方法１２００は、Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従ってＤ２Ｄ
対応ＵＥ１１５と通信することを提供し得る。方法１２００は一実装形態にすぎないこと
、および方法１２００の動作は、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかま
たは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１６８】
　[0129]添付の図面に関して上記に記載された詳細な説明は、例示的な例について説明し
ており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。この説
明全体にわたって使用する「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをす
ること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説
明は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は
、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明した例の概念を
不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバイスをブロック図
の形式で示す。
【０１６９】
　[0130]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムのために使用され
得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される
。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ
：Universal Terrestrial Radio Access）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２００
０は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０
００リリース０およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。Ｉ
Ｓ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パ
ケットデータ（ＨＲＰＤ：High Rate Packet Data）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯
域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＴＤＭＡシ
ステムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System fo
r Mobile Communications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウル
トラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ
－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．
１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの
無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミ
ュニケーションシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunication System）の
一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Long Term 
Evolution）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ：LTE（登録商標）-Advanced）は、
Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｕ
ＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト
」（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）と称する団体からの文書に記載さ
れている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト
２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と称する団体からの文書に
記載されている。本明細書で説明した技法は、上述のシステムおよび無線技術、ならびに
他のシステムおよび無線技術のために使用され得る。ただし、上記の説明では、例として
ＬＴＥシステムについて説明し、上記の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用されるが
、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
【０１７０】
　[0131]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信
号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光
場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１７１】
　[0132]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的なブロックおよびモジュールは、
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ



(31) JP 6602838 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理
デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本
明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装ま
たは実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プ
ロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状
態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ（たとえば、Ｄ
ＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携す
る１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成）としても
実装され得る。
【０１７２】
　[0133]本明細書で説明した機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフ
トウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。プロセッサによって
実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコード
としてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して
送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲およ
び趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロセ
ッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいず
れかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する
特徴はまた、異なる物理ロケーションにおいて機能の部分が実装されるように分散される
ことを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本
明細書で使用される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」あるいは
「のうちの１つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙）中で使用される「または」は
、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙が、ＡまたはＢまたは
ＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意
味するような選言的列挙を示す。
【０１７３】
　[0134]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記
憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体
であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクスト
レージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望
のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コン
ピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒
体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる
。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デ
ジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス
技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、
およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用する
ディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レ
ーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（
disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登
録商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的
に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せも
コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１７４】
　[0135]本開示についての以上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することがで
きるように与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかになり、
本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形
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形態に適用され得る。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一
例または一事例を示すものであり、言及した例についての選好を暗示せず、または必要と
しない。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべきでな
く、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべき
である。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　基地局によって、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）周波数ホッピングスキームを識
別することと、
　少なくとも１つのデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）対応ユーザ機器（ＵＥ）のためのＤ
２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調
させることと、
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることと
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
　　［Ｃ２］
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調さ
せることは、
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームとの干渉を低減するように前記Ｄ２Ｄ周波数ホッ
ピングスキームを構成することを備える、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロ
セスのあらゆる他の送信のために物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を介して
シグナリングされた固定オフセットを備える、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調さ
せることは、
　偶数送信のために第１のオフセットを利用すること、ここにおいて、各偶数送信は、第
１の送信から偶数個のサブフレーム後に送信される、と、
　奇数送信のために第２のオフセットを利用すること、ここにおいて、各奇数送信は、前
記第１の送信から奇数個のサブフレーム後に送信される、と
　を備える、［Ｃ３］に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記第２のオフセットは、０に設定される、
　［Ｃ４］に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることは、
　前記ＰＤＣＣＨを介して、前記第１のオフセット、または前記第２のオフセット、ある
いはその両方のうちの少なくとも１つを送信することを備える、
　［Ｃ４］に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記固定オフセット、または前記第１のオフセット、または前記第２のオフセット、ま
たはそれらの組合せのうちの少なくとも１つが、いくつかのリソースブロックを備える、
　［Ｃ４］に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　Ｄ２Ｄ通信に固有のリソースのセットを識別することをさらに備え、前記Ｄ２Ｄ周波数
ホッピングスキームは、リソースの前記識別されたセットに少なくとも部分的に基づく、
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　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと前記協
調させることは、
　　前記基地局のセル識別情報（ＩＤ）を前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに関連付
けることを備える、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることは、
　物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を介して前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対
応ＵＥにＤ２Ｄスケジューリング許可を送信することを備える、
　［Ｃ９］に記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　前記Ｄ２Ｄスケジューリング許可は、
　第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに前記セルＩＤを送信するように前記Ｄ２Ｄ対応ＵＥに命令する
命令を備え、ここにおいて、前記第２のＤ２Ｄ対応ＵＥが前記セルＩＤに関連付けられな
い、
　［Ｃ１０］に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることは、
　スケジューリング割当てを送信するための第１のリソースを指定するＤ２Ｄスケジュー
リング許可を前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに送信することを備える、
　［Ｃ９］に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記Ｄ２Ｄスケジューリング許可は、第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに前記セルＩＤを送信する
ように前記Ｄ２Ｄ対応ＵＥに命令する命令を備え、前記第２のＤ２Ｄ対応ＵＥは、前記セ
ルＩＤに関連付けられず、第１のリソースは、前記セルＩＤを暗黙的に示す、
　［Ｃ１１］に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調さ
せることは、
　　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームのためのリソースに基づいて前記Ｄ２Ｄ周波数
ホッピングスキームのためのリソースのサブセットを決定することを備える、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
ることは、
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームのための
リソースの前記サブセットのインジケーションを送信することを備える、
　［Ｃ１４］に記載の方法。
　　［Ｃ１６］
　リソースの前記サブセットの前記インジケーションは、低リソースブロックしきい値ま
たは高リソースブロックしきい値、あるいはその両方を備える、
　［Ｃ１５］に記載の方法。
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　　［Ｃ１７］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、アップリンク送信に適用される、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１８］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、同期ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）
を利用する、
　［Ｃ１７］に記載の方法。
　　［Ｃ１９］
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）対応ユーザ機器（ＵＥ）によって、ワイドエリアネッ
トワーク（ＷＡＮ）に関連付けられた基地局からＤ２Ｄ周波数ホッピングスキームを受信
すること、ここにおいて、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、ＷＡＮ周波数ホッピ
ングスキームと協調させられる、と、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも１つ
のＤ２Ｄメッセージを送信することと
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
　　［Ｃ２０］
　前記少なくとも１つのメッセージは、スケジューリング割当てを備える、
　［Ｃ１９］に記載の方法。
　　［Ｃ２１］
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、偶数送信のために適用されるべき第１のオフ
セットを備え、各偶数送信は、第１の送信から偶数個のサブフレーム後に送信される、
　［Ｃ１９］に記載の方法。
　　［Ｃ２２］
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、奇数送信のために適用されるべき第２のオフ
セットをさらに備え、各奇数送信は、前記第１の送信から奇数個のサブフレーム後に送信
される、
　［Ｃ２１］に記載の方法。
　　［Ｃ２３］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、セル識別情報（ＩＤ）に関連付けられ、前記
セルＩＤは、前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームにさらに関連付けられ、
　前記方法は、
　　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームに基づいて前記少なくとも１つのＤ２Ｄメッセ
ージを送信するためのリソースを決定することをさらに備える、
　［Ｃ１９］に記載の方法。
　　［Ｃ２４］
　第１のリソース上で前記少なくとも１つのＤ２Ｄメッセージを送信することをさらに備
え、前記第１のリソースは、前記セルＩＤを暗黙的に示す、
　［Ｃ２３］に記載の方法。
　　［Ｃ２５］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、セル固有ホッピングおよびミラーリングスキ
ームを備え、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、低リソースブロックしきい値または高リソー
スブロックしきい値をさらに備え、
　前記方法は、
　　前記低リソースブロックしきい値または前記高リソースブロックしきい値に基づいて
前記少なくとも１つのＤ２Ｄメッセージを送信するためのリソースを決定することをさら
に備える、
　［Ｃ１９］に記載の方法。
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　　［Ｃ２６］
　基地局であって、
　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）周波数ホッピングスキームを識別するためのＷＡ
Ｎ周波数ホッピングモジュールと、
　少なくとも１つのデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）対応ユーザ機器（ＵＥ）のためのＤ
２Ｄ周波数ホッピングスキームを前記識別されたＷＡＮ周波数ホッピングスキームと協調
させるためのＤ２Ｄ周波数ホッピングモジュールと、
　前記少なくとも１つのＤ２Ｄ対応ＵＥに前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを通信す
るための送信機と
　を備える、基地局。
　　［Ｃ２７］
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングモジュールは、前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームとの
干渉を低減するように前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームを構成するように構成される
、
　［Ｃ２６］に記載の基地局。
　　［Ｃ２８］
　前記ＷＡＮ周波数ホッピングスキームは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロ
セスのあらゆる他の送信のために物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を介して
シグナリングされた固定オフセットを備える、
　［Ｃ２６］に記載の基地局。
　　［Ｃ２９］
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、
　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）に関連付けられた基地局からデバイスツーデバイ
ス（Ｄ２Ｄ）周波数ホッピングスキームを受信するためのＤ２Ｄ周波数ホッピング決定モ
ジュール、前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームは、ＷＡＮ周波数ホッピングスキームと
協調させられる、と、
　前記Ｄ２Ｄ周波数ホッピングスキームに従って第２のＤ２Ｄ対応ＵＥに少なくとも１つ
のメッセージを送信するための送信機と
　を備える、ＵＥ。
　　［Ｃ３０］
　前記少なくとも１つのメッセージは、スケジューリング割当てを備える、
　［Ｃ２９］に記載のＵＥ。
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